
 

京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例（平成２９年３月３０日京都市条例

第   号）（都市計画局建築指導部建築審査課） 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務等に係る手数料を定

める等の必要があるため，次のとおり改正することとしました。 

１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行により，建築物の非住宅部

分の規模が一定規模以上である建築物の新築，増築又は改築において，建築物エネル

ギー消費性能基準への適合及び適合性判定が義務付けられることに伴い，適合性判定

に関する事務に係る手数料等を定めるとともに，これに併せて，建築物エネルギー消

費性能向上計画認定に関する事務に係る手数料を改めることとしました。 

２ １に合わせて，都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計

画の認定に関する事務に係る手数料を改めることとしました。 

この条例は，平成２９年４月１日より施行することとしました。 
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 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２９年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例 

 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 第８条中「という。）」の右に「及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（同表

において「規則」という。）」を加える。 

 第９条中「という。）」の右に「及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則（同表において「規則」という。）」を加える。 

 別表第１備考に次のように加える。 

  １０  の項及び の項にかかわらず，それぞれの項の申請又は通知に基づき行う検

査が，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この備考において「建

築物省エネ法」という。）第１１条第１項の規定が適用される特定建築物に対する

検査である場合の手数料は，それぞれの項に掲げる床面積の区分に応じ，それぞれ

の項に掲げる額に，それぞれ次に掲げる額を加算した額とする。 

    非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう。以

下この備考において同じ。）の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの １０４，０００円 

    非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの １３６，０００円 

    非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方

メートル未満のもの １６４，０００円 

    非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上５０，０００平方

メートル未満のもの １９２，０００円 

    非住宅部分の床面積の合計が５０，０００平方メートル以上のもの ２４８，

０００円 

 別表第８備考以外の部分中「「計画」」を「「低炭素計画」」に，「又は法」を「，法」に，

「計画の」を「低炭素計画の」に改め，「除く。）」の右に「又は規則第４６条の２の規定に

基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査」を加
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え，「同じ」を「この表において同じ」に改め，同表備考２及び３中「計画」を「低炭素計

画」に改め，同備考４を次のように改める。 

  ４ 次に掲げる審査に係る床面積の合計は，次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲

げる面積について算定する。 

      法第５５条第１項の規定に基づく低炭素計画の変更の認定の申請に対する審査

又は規則第４６条の２の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書

面の交付の求めに応じて行う審査（変更後の低炭素計画について２に定めるＡの

欄以外が適用され，かつ，その変更の前後において２に定めるＡからＣまでの欄

の適用に変更が生じる場合を除く。） 変更後の建築物の部分（当該変更が住宅部

分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては，そのいずれ

かの部分）の床面積（増加する部分がある場合は，当該部分の床面積に２を乗じ

て得たものに，増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの）に２分の１を乗

じて得た面積 

       以外の変更の申請に対する審査 変更後の建築物の部分（当該変更が住宅部

分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては，そのいずれ

かの部分）の床面積 

 別表第９を次のように改める。 

別表第９（第９条関係） 

種   別 区   分 
手 数 料 （ １ 件 に つ き ） 

A B C 

  法第１２条第１

項又は第１３条

第２項の規定に

基づく建築物エ

ネルギー消費性

能確保計画(法

第１２条第１項  

３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満の面積 
 

円 
１４４，０００ 

円 

３６３，０００ 

 に規定する建築

物エネルギー消

費性能確保計画

をいう。以下こ

の表において

「確保計画」と 

いう。)の提出又 

 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 

 
２３３，０００ ５１８，０００ 

 は通知を受けて      



 

 行う建築物エネ

ルギー消費性能

適合性判定（以

下この表におい

て「適合性判定」

という。）に係る 

非住宅部分（法

第１１条第 1 項

に規定する非住 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満の面積 
 ３０４，０００ ６３８，０００ 

 審査，法第１２

条第２項又は第

１３条第３項の

規定に基づく変

更後の確保計画

の提出又は通知

を受けて行う適 

宅部分をいう。

以下この表にお

いて同じ。） １０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満の面

積 

 
３６６，０００ ７５４，０００ 

合性判定に係る

審査又は規則第

１１条の規定に

基づく軽微な変

更に該当してい

ることを証する

書面の交付の求 

２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満の面

積 

 ４２９，０００ ８６１，０００ 

 めに応じて行う

審査 

 

 

 

 

 

５０，０００平方メートル以上の

面積 
 ５５６，０００ １，０７３，０００ 

  法第２９条第１

項の規定に基づ

く建築物エネル 

 一戸

建て

の住

宅 

２００平方メートル未満の面積 
円 

５，０００  
 

３４，０００ 

 ギー消費性能向

上計画（同項に

規定する建築物 

 

２００平方メートル以上の面積 ５，０００  ３８，０００ 

 エネルギー消費

性能向上計画を

いう。以下この 

住宅部分

（法第１

１条第１ 

 ３００平方メートル未満の面積 ９，０００  ６８，０００ 

 表において「向

上計画」とい

う。）の認定,法 

項に規定

する住宅

部分をい 

 
３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満の面積 
２０，０００  １１４，０００ 

 第３１条第１項 

の規定に基づく

向上計画の変更 

う。以下 

この表に

おいて 

 
２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 
４４，０００  １９３，０００  

 の認定の申請に 同じ。） 共同     



 

 対する審査（こ

れらの認定の申 

 住宅 

等 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００  ２７７，０００ 

 請に併せて，法

第３０条第２項

（法第３１条第 

  １０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満の面

積 

１１８，０００  ５３７，０００ 

 ２項において準

用する場合を含

む。）の規定に基 

  ２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満の面

積 

１８０，０００  ９５３，０００ 

 づく申出があっ

たものを除く。）

又は規則第２９ 

  
５０，０００平方メートル以上の

面積 
２７４，０００  １,７５６，０００ 

 条の規定に基づ

く軽微な変更に

該当しているこ 

非住宅部分 

３００平方メートル未満の面積 ９，０００ 
 

８６，０００ ２２４，０００ 

 とを証する書面

の交付の求めに

応じて行う審査 

３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満の面積 
２６，０００ １４４，０００ ３６３，０００ 

  
２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００ ２３３，０００ ５１８，０００ 

  
５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満の面積 
１２５，０００ ３０４，０００ ６３８，０００ 

  １０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満の面

積 

１５８，０００ ３６６，０００ ７５４，０００ 

  ２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満の面

積 

１９８，０００ ４２９，０００ ８６１，０００ 

  
５０，０００平方メートル以上の

面積 
２７７，０００ ５５６，０００ １，０７３，０００ 

  法第３６条第１項

の規定に基づく建

築物エネルギー消 

 
一戸建

ての住

宅 

２００平方メートル未満の面積 ５，０００ １７，０００ ３４，０００ 

 費性能基準（法第

２条第３号に規定

する建築物エネル 

 

２００平方メートル以上の面積 ５，０００ １８，０００ ３８，０００ 

 ギー消費性能基準       
 をいう。以下同

じ。）に適合してい 

る旨の認定の申請 

 

 

３００平方メートル未満の面積 ９，０００ ３２，０００ ６８，０００ 

    



 

 に対する審査 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
共同住
宅等 
 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満の面積 
２０，０００ ５６，０００ １１４，０００ 

  

 

 

住宅部分 
２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満の面積 
４４，０００ １０２，０００ １９３，０００ 

  

 

 

 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００ １５４，０００ ２７７，０００ 

  

 

 

 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満の面積 
１１８，０００ ２７３，０００ ５３７，０００ 

  

 

 

 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満の面積 
１８０，０００ ４６５，０００ ９５３，０００ 

  

 

 

 

５０，０００平方メートル以上の面

積 
２７４，０００ ８２０，０００ １，７５６，０００ 

  

 

 

非 住 宅 部 分 

３００平方メートル未満の面積 ９，０００ ８６，０００ ２２４，０００ 

  

 

 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満の面積 
２６，０００ １４４，０００ ３６３，０００ 

  

 

 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満の面積 
７９，０００ ２３３，０００ ５１８，０００ 

  

 

 

５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満の面積 
１２５，０００ ３０４，０００ ６３８，０００ 

  

 

 

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満の面積 
１５８，０００ ３６６，０００ ７５４，０００ 

  

 

 

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満の面積 
１９８，０００ ４２９，０００ ８６１，０００ 

  

 

 

５０，０００平方メートル以上の面

積 
２７７，０００ ５５６，０００ １，０７３，０００ 

 備考１ 区分の欄に掲げる面積は，同欄に掲げる部分の床面積の合計とする。 

２ Ａの欄及びＢの欄は，それぞれ次に掲げる建築物の部分について，Ｃの欄は，

その他の建築物の部分について，それぞれ適用する。 



 

  Ａの欄 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる基準に適合することに

ついて確認することができる書類として市長が定めるものが提出される建築

物の部分 

ア  の項 法第３０条第１項各号に掲げる基準 

イ  の項 建築物エネルギー消費性能基準 

  Ｂの欄 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる基準に適合する建築物

の部分（ に掲げるものを除く。） 

ア  の項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（以下「基準省令」

という。）第１条第１項第１号ロに掲げる基準 

イ  の項 基準省令第１０条第１号イ 及び同号ロ に掲げる基準 

ウ  の項 住宅部分にあっては基準省令第１条第１項第２号イ 及び同号

ロ に掲げる基準，非住宅部分にあっては同項第１号ロに掲げる基準 

３  の項又は の項の審査に係る建築物の部分が複数の用途の区分にわたる場合

における手数料は，当該区分ごとにこの表に掲げる額の合計額とする。 

４  の項の変更に対する審査に係る床面積の合計は，次に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ次に掲げる面積について算定する。 

      法第１２条第２項又は第１３条第３項の規定に基づく変更後の確保計画の提

出又は通知を受けて行う適合性判定に係る審査又は規則第１１条の規定に基

づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う

審査（変更前の確保計画の適合性判定が所管行政庁以外の者により行われた場

合又はその変更の前後において２に定めるＢ及びＣの欄の適用に変更が生じ

る場合を除く。） 変更後の建築物の非住宅部分の床面積（非住宅部分の床面

積で増加する部分がある場合は，当該非住宅部分の床面積に２を乗じて得たも

のに，増加する非住宅部分以外の非住宅部分の床面積を加えたもの）に２分の

１を乗じて得た面積 

       以外の変更に対する審査 変更後の建築物の非住宅部分の床面積 

５  の項の変更に対する審査に係る床面積の合計は，次に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ次に掲げる面積について算定する。 

      法第３１条第１項の規定に基づく向上計画の変更の認定に対する審査又は規

則第２９条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交



 

付の求めに応じて行う審査(変更後の向上計画について２に定めるＡの欄以外

が適用され，かつ，その変更の前後において２に定めるＡからＣまでの欄の適

用に変更が生じる場合を除く。) 変更後の建築物の部分（当該変更が住宅部

分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては，そのいず

れかの部分）の床面積（増加する部分がある場合は，当該部分の床面積に２を

乗じて得たものに，増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの）に２分の

１を乗じて得た面積 

       以外の変更に対する審査 変更後の建築物の部分（当該変更が住宅部分又

は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては，そのいずれか

の部分）の床面積 

６  の項の審査において，法第３０条第２項（法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく申出があった場合の手数料は，建築物の部分の

用途の区分に応じこの表に掲げる額に，次に掲げる額を加算した額とする。 

  当該申出が建築基準法第６条第１項の規定に基づく建築物に係る確認の申請

であるとしたならば，別表第１の規定により納入すべき同表 の項に掲げる額。

この場合において，当該申出が法第３１条第２項において準用する法第３０条

第２項の規定に基づくものであるときは，同表 の項に掲げる床面積の合計は，

計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては，

当該増加する部分の床面積）について算定する。 

  当該申出に係る審査において建築基準法第６条の３第１項ただし書に規定す

る建築主事が特定構造計算基準等適合審査を行うときは，当該申出が同法第６

条第１項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であり，かつ，当該申請にお

いて特定構造計算基準等適合審査を行うとしたならば，別表第１備考４の規定

により同表 の項に掲げる額に加算すべき額 

  計画にエレベーター又はエスカレーターに係る部分が含まれているときは，

エレベーター又はエスカレーター１基につき９，０００円 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 



 

２ この条例の施行の日前の申請に係る手数料については，なお従前の例による。 

（都市計画局建築指導部建築審査課） 
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